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海上における災害派遣に関する協定 

 

 （目的）  

第１条 この協定は、海上における天災地変その他の災害（以下「海上災害」

という。）に関し、海上保安庁及び自衛隊の行う救助活動の基準並びに海上保

安庁と自衛隊との間の連絡及び共助のため必要な事項を定めることを目的とす

る。  

 （救助活動の基準） 

第２条 海上保安庁は、すべての海上災害について救助活動を行うものとす

る。  

２ 自衛隊は、海上災害に際して海上保安庁長官若しくは管区海上保安本部長 

（以下「海上保安庁長官等」という。）又は都道府県知事の要請により部隊等

を派遣して救助活動を行うものとする。  

３ 自衛隊は、海上災害に際し、前項の規定にかかわらず自衛隊法第８３条第 

２項ただし書又は第３項の規定により部隊等を派遣することができる。  

 （派遣の要請）  

第３条 海上保安庁は、海上災害に際して、その規模が大であるため又は事態

が急迫しているため必要があると認めるときは、自衛隊法第８３条第１項の規



定により自衛隊に対し部隊等の派遣を要請する。  

２ 海上災害に関し、海上保安庁が自衛隊に対し海洋汚染等及び海上災害の防 

止に関する法律第４１条の２の規定による要請を行うときは、自衛隊法第８３

条第１項の規定による要請と併せて行う。  

 （要請の手続）  

第４条 海上保安庁長官等は、自衛隊に対し部隊等の派遣を要請するときは、 

次に掲げる事項を通知するものとする。  

（１）災害の情況及び派遣を要請する理由  

（２）派遣を希望する期間  

（３）派遣を希望する区域及び活動内容  

（４）救助活動の方針並びに現在の状況  

（５）現地指揮官の官職氏名  

（６）前各号に掲げるもののほか、救助活動に関し必要な事項  

２ 前項の派遣の要請は、海上保安庁長官が行う場合は防衛大臣に対し、管区 

海上保安本部長が行う場合はもよりの自衛隊法第８３条第１項及び第２項の規

定により防衛大臣の指定する者（別表に掲げる者。以下「自衛隊の部隊等の

長」という。）に対し行うものとする。  

 （派遣の通知）  

第５条 防衛大臣又は自衛隊の部隊等の長（以下「防衛大臣等」という。）

は、海上保安庁長官等の要請により部隊等を派遣したときは、要請をした者に

対し、速やかに、次に掲げる事項を通知するものとする。  

（１）派遣した日時  

（２）派遣した船舶又は航空機等の数  

（３）派遣した区域  

（４）派遣した部隊等の行動予定  

（５）現地指揮官の官職氏名  

（６）前各号に掲げるもののほか、部隊等の派遣に関し必要な事項  

第６条 防衛大臣等は、海上保安庁長官等の要請によらないで部隊等を派遣し 

たときは、直ちに海上保安庁長官（防衛大臣が部隊等を派遣した場合に限

る。）又は当該海上災害が発生した海域の全部又は大部分を管轄する管区海上

保安本部長に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 

（１）災害の情況及び派遣の事由  

（２）派遣した日時  

（３）派遣を予定する期間  

（４）派遣した船舶又は航空機等の数  

（５）派遣した区域  



（６）救助活動の方針  

（７）現地指揮官の官職氏名  

（８）前各号に掲げるもののほか、救助活動に関し必要な事項  

２ 海上保安庁長官等は前項の通知を受けたときは、当該通知をした者に対

し、その知り得た災害の状況及びすでに海上保安庁において救助活動を行って

いるときは、前項第２号から第８号までに掲げる事項を通知するものとする。  

 （連絡等）  

第７条 自衛隊が部隊等を派遣した場合、海上保安庁と自衛隊とは、救助活動 

の実施の要領、撤収の時期その他必要な事項について相互に緊密に連絡し及び

協議するものとし、必要に応じ所要の連絡機関を設置するものとする。  

 （情報の交換）  

第８条 海上保安庁と自衛隊とは、海上災害発生の場合及びそのおそれがある 

場合は、すみやかに必要な情報の交換に努めるものとする。  

 （広報)  

第９条 海上保安庁及び自衛隊が同一の海上災害について救助活動を行ってい 

る場合の広報に関しては、海上保安庁は全般の状況について、自衛隊はその行

った救助活動について、両者連絡のうえ実施するものとする。  

 （相互援助）  

第１０条 海上保安庁と自衛隊とは、それぞれの業務に支障のない範囲内にお 

いて、当該海上災害の救助活動に必要な人員又は物品の輸送、施設の利用、物

品の使用等につき、相互に援助するものとする。  

２ 前項の場合において施設を損傷したとき又は物品を滅失、き損したときは 

その処置につきそのつど協議するものとする。  

 （通信）  

第１１条 海上災害の救助活動に関する通信の協力及び通信施設の相互利用に 

ついては、別に定めるところによる。  

 (地方協定）  

第１２条 管区海上保安本部長と関係の自衛隊の部隊等の長とは、海上災害の 

救助活動に関し、この協定に基づき、現地の実情に応じた協定を締結すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 



 

別 表  

（１）統合作戦司令官 

（２）陸上総隊司令官  

（３）方面総監  

（４）師団長  

（５）旅団長  

（６）駐屯地司令の職にある部隊等の長  

（７）自衛艦隊司令官  

（８）護衛艦隊司令官  

（９）航空集団司令官  

（１０）護衛隊群司令  

（１１）航空群司令  

（１２）地方総監 

（１３）地区総監  

（１４）基地隊司令  

（１５）航空隊司令（航空群司令部、教育航空群司令部、地方総監部及び地区 

   総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。）  

（１６）教育航空集団司令官  

（１７）教育航空群司令  

（１８）練習艦隊司令官  

（１９）掃海隊群司令  

（２０）海上自衛隊補給本部長  

（２１）航空総隊司令官  

（２２）航空支援集団司令官  

（２３）航空方面隊司令官  

（２４）航空救難団司令  

（２５）基地司令の職にある部隊等の長（航空方面隊司令部の所在する基地の 

   基地司令の職にある部隊等の長を除く。） 


